お米引換券Q&A

Ｑ１
　お米は100㎏まとめてもらう必要がありますか。
Ａ
　お米は、お米引換券を使って10㎏単位での受け取りが可能ですが、一度に全て受け取ることもできます。

Q２
お米引換券は必ず受け取らなければなりませんか。
A
いいえ。希望制となりますので、施設の運営形態等により活用が難しい場合は、申請しない、もしくは100㎏未満で申請することも可能ですが、出来る限りご活用いただきたいと思っております。

Ｑ３
　お米引換券はお米を扱っているお店ならどこでも使えますか。（一般のスーパーなど）
Ａ
　いいえ。お米引換券は市が指定した場所でのみ使用可能となる予定です。
詳細は現在調整中のため、本申請までにお示しいたします。

Q４
お米引換券を現金に換えたり、他人に譲渡・転売したりすることはできますか。
A
いいえ。お米引換券の換金・譲渡・転売は禁止しています。
※譲渡：委託業者に引き換えを代行してもらう場合を除きます。

Q５
利用者に提供する食事について、食材の調達から調理まですべて外部委託している場合でも、お米引換券は使えますか？
A
はい。利用者の食事用として、お米を委託先業者に提供することも可能です。
ただし、お米引換券を委託費の対価として支払に使用することは認められませんので、ご注意ください。
なお、市への結果報告までは予定しておりませんが、お米の提供による委託契約等への反映（金額変更、食事内容の変更等）については、施設側にメリットがあるように委託先業者としっかり相談して決めてください。
よい例（例：減額変更契約）


委託料　 90　　　現金　 　90



※お米分ほど委託料を減額など




食費　　 10　　　お米 　　10


※お米は委託費の支払いではなく、施設での食事提供に使ったとして処理
ダメな例
（委託料の対価として支払いに使用）




委託料　100　　 現金　　90
金券　　10





委託料　100　　 現金　　90
お米　　10


※上記は会計処理のイメージです













Q６
[bookmark: _GoBack]お米を委託業者に渡す場合、事業所がお米引換券をお米と引き換えてから、委託業者に渡さないといけないですか。
A
いいえ。お米引換券とお米の引き換えを、必ずしも事業所が行う必要はありません。委託業者へお米引換券を託して、委託業者が引き換えを代行することに制限はありません。


Q７
当事業所では利用者に食事を提供していませんが、何か活用例がありますか。
A
例えば、季節行事やイベント時の食事、“利用者も対象にした”施設のお祭りなどでの炊き出しでの使用などが考えられます。


Q８
事業所の職員も配布されたお米を食べることに問題はないですか。
A
イベント時などに利用者とともに職員にも提供するなどの利用であれば認められます。
　また、利用者も参加するイベントであれば、利用者家族やイベント来場者に提供することも差し支えありません。

